
◎地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るため

の関係法律の整備に関する法律 
（平成二九年四月二六日法律第二五号）   

一、提案理由（平成二九年三月三〇日・衆議院地方創生に関する特別委員会） 

○山本（幸）国務大臣 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るため

の関係法律の整備に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明

申し上げます。 

 地方分権改革は、地域がみずからの発想と創意工夫により課題解決を図るための基盤

となるものであり、地方創生における極めて重要なテーマです。 

 本法案は、昨年十二月に閣議決定した平成二十八年の地方からの提案等に関する対応

方針を踏まえ、都道府県から指定都市等への事務、権限の移譲、義務づけ、枠づけの見

直し等を行うものであります。 

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 

 第一に、住民に身近な行政主体である指定都市等が地域における行政の自主的かつ総

合的な実施の役割を担えるようにするため、都道府県から指定都市等への事務、権限の

移譲を行うこととし、関係法律の改正を行うこととしております。 

 第二に、地方がみずからの発想でそれぞれの地域に合った行政を行うことができるよ

うにするため、地方公共団体に対する義務づけ、枠づけの見直し等を行うこととし、関

係法律の改正を行うこととしております。 

 このほか、施行期日及びこの法律の施行に関し必要な経過措置について規定するとと

もに、関係法律について必要な規定の整備を行うこととしております。 

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。 

二、衆議院地方創生に関する特別委員長報告（平成二九年四月一一日） 

○木村太郎君 ただいま議題となりました法律案につきまして、地方創生に関する特別 

委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革を総合的に推進するため、地方 

公共団体等の提案等を踏まえ、所要の措置を講じようとするものであります。 

 その主な内容は、 

 第一に、住民に身近な行政主体である指定都市等が地域における行政の自主的かつ総 

合的な実施の役割を担えるようにするため、幼保連携型認定こども園以外の認定こども 

園の認定等の事務、権限の移譲を初めとして、都道府県から指定都市等への事務、権限 

の移譲を行うこととし、関係四法律の改正を行うこと、 

 第二に、地方がみずからの発想でそれぞれの地域に合った行政を行うことができるよ 

うにするため、地方公共団体に対する義務づけ、枠づけの見直し等を行うこととし、関 

係六法律の改正を行うこと 



であります。 

 本案は、去る三月二十八日本委員会に付託され、三十日山本国務大臣から提案理由の 

説明を聴取し、四月六日、質疑を行い、これを終局いたしました。次いで、討論を行い、 

採決をいたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決 

しました。 

 以上、御報告申し上げます。 

三、参議院内閣委員長報告（平成二九年四月一九日） 

○難波奨二君 ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における審 

査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革を総合的に推進するため、 

地方公共団体等の提案等を踏まえ、都道府県から指定都市等への事務・権限の移譲を行 

うとともに、地方公共団体に対する義務付けを緩和する等の措置を講じようとするもの 

であります。 

 委員会におきましては、地方分権改革に関する提案募集の現状及び今後の在り方、認 

定こども園に係る事務・権限の移譲の意義及び質の確保、公営住宅建て替え事業におけ 

る現地建て替え要件緩和の効果、地方創生における地方分権改革の位置付け等について 

質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本共産党の田村委員より反対の旨の意見 

が述べられました。 

 次いで、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いた 

しました。 

 以上、御報告申し上げます。 


